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はじめに 

 

「食」をとりまく状況として、国においては、近年における国民の食生活を

めぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人

間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となっていることにか

んがみ、健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与するこ

とを目的として、平成１７年６月「食育基本法」が公布され、その推進のため、

平成１８年３月「食育推進基本計画」が策定されているところである。 

県においても、国の基本計画に基づき、「ふくおかの食と農推進基本指針」が

策定され、食育の推進が行われている。 

その推進方策の一つに、学校給食の充実が掲げられているように、学校給食

は食育の推進において重要な役割を担っていると考えられる。 

もとより学校給食は、児童生徒に安全で栄養のバランスに配慮した食事を等

しく提供し、望ましい食習慣の形成、良き人間関係、社交性を育成することを

ねらいとすることにより、その心身ともに健全な発達を図るために欠かすこと

のできない重要なものである。 

本市は、平成１８年３月２６日、１市４町が合併して発足したが、学校給食

の取扱いについては合併協議の中で検討され、最終的には合併協定書に、現行

のとおり新市に引き継ぎ、施設や運営形態については、新市において協議会等

を設置し、児童・生徒数の推移や地産地消の観点、学校の統廃合も考慮しなが

ら、全校での完全給食に関する基本的な方針を定め、調整、検討して決定する

とある。 

本審議会では、学校・地域の状況等を踏まえつつ、広く市民や関係者からの

意見を徴し、平成１８年１０月から４回にわたる審議会で鋭意検討を重ね、こ

こにその結果を答申として取りまとめた。 

本答申が、本市における学校給食の指針となり、更なる充実が図られること

を強く期待する。 
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１１１１    学校給食学校給食学校給食学校給食のののの平準化平準化平準化平準化についてについてについてについて    

 

現在の給食については、飯塚地区１８０回、穂波地区小学校１８２回・中学

校１８０回、筑穂地区１９１回、庄内地区・頴田地区１８５回の実施となって

いる。 

各地区で現在実施されている回数は、それぞれの実情を考慮されて、設定さ

れていたものと考えられるが、最も多いところと少ないところでは、１１回の

差がみられる。 

調理方式が自校方式であるか、センター方式であるかでも、回数の設定に差

があると思われるが、同じ市内の児童、生徒には均一した給食を提供するとい

う考えから、実施回数は統一する必要がある。 

実施回数設定にあたっては、現在最も回数の多い地区の現状はどうなのか、

学校の行事や授業との兼ね合いはどうなのか、といった多面的に協議した中で、

全市的にみてサービスの向上につながること、学校の実情にあった実施可能な

回数であることなどを考慮すると、１８５回というのが望ましいと思われる。 

給食費については、１市４町の合併協定の中で平成１８年度から小学校月額

３，３００円、中学校月額３，９２０円で統一がなされている。 

 しかし、前に述べたとおり給食回数は現行どおり引継ぎ、統一がなされてな

く、地区によって１食当たりの単価に違いがある。 

当然回数の多い地区は単価が低くなり、従来に比べ質、量ともに低下がみら

れ、献立作成や食材選定などにおいて苦労されているという意見があった。 

 今回、給食回数を統一するにあたり１食単価が変更になる地区があること、

現在の食材の価格状況などから、給食費も再考する必要があると思われる。 

 給食費はすべて、食材にあてられることから、高く設定すれば良いものを提

供することができるが、保護者の負担につながるという面も考慮しなければな

らない。 

 そこで、栄養のバランスに配慮した魅力ある学校給食を提供するには、最低

でもいくら必要なのか、栄養士等の専門的な意見、他自治体の給食費などを参

考に検討すると、１食当りの単価が小学校で２１０円程度、中学校で２４５円

程度が必要であると考える。 
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２２２２    センターセンターセンターセンター方式及方式及方式及方式及びびびび自校方式自校方式自校方式自校方式のののの学校給食学校給食学校給食学校給食についてについてについてについて    

 

現在の調理方式状況は、飯塚地区（小学校１２・中学校７）、頴田地区（小学

校１・中学校１・幼稚園１）がセンター方式で、穂波地区（小学校５・中学校

２）、筑穂地区（小学校３・中学校１）、庄内地区（小学校１・中学校１）が自

校方式で実施されている。 

 センター方式、自校方式、それぞれメリット、デメリットを提示した中で検

討を行った。 

メリットとしては、センター方式は施設整備の重点整備が図られることなど、

自校方式は調理から給食提供の時間が短くてすむなどがあげられ、デメリット

はそれぞれメリットに相対するものと考えられる。 

いろいろ議論する中で、やはり重要なことは、衛生管理面を十分配慮した給

食事業の運営であること、学校給食が児童生徒にとって、また、教育という観

点に立って効果的でなければならないということである。 

 もちろん、経費の問題もあるが、調理に細かい配慮ができること、食べる時

間と出来上がりの時間が近いといったこと、また、健全な食生活は健康で豊か

な人間性の基礎をなすものであることから子どもの食育の重要さ、給食を提供

する側と受ける側との意思の疎通がとりやすいなど、総合的に考えると自校方

式が望ましい。 

ただ、実施にあたっては施設の整備が必要となってくるが、今後、学校の統

廃合も含め、情勢を見極めながら、より有効な実施が望まれる。 

 

 

３３３３    学校給食学校給食学校給食学校給食のののの運営方式運営方式運営方式運営方式についてについてについてについて    

 

現在、本市では、自校方式である庄内中学校の調理業務が民間に委託され、

他は直営で運営されている。 

 協議の中で、民間委託費と直営で実施した場合の経費を比較した資料や他自

治体の状況、国からの学校給食業務の運営の合理化の推進などの説明を受け、

審議会では検討を行った。 
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直営で実施した場合、教育の一環であり、住民サービスにおける給食提供と

いう認識が高いと思われ、民間委託で実施した場合、経費的には効果は期待で

きるものと考えられるが、業者との連携の重要性が求められるなど意見が出さ

れた。 

 行政運営において、効率化や合理化が求められ、民間の活用が推進されてい

る今日、民間委託も視野に入れた検討をしていくことも必要と考える。 

直営、民営委託いずれの実施にしても、衛生管理の徹底、安心かつ安全な学

校給食の提供などに十分配慮した学校給食の充実に努めることが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


